
公  告 

 

令和８年３月３１日  

 

下記の講習会を、食品衛生法施行規則別表第１７第１ロ⑶に規定する「市長が適正と認

める講習会」として食品衛生責任者資格者養成講習会に認定したので、広島市食品衛生責

任者制度運営要綱第５の４により公告します。 

                           広島市長 松 井 一 實 

 

 

記 

 

１ 講習会名 

  食品衛生責任者養成講習会 

 

２ 実施方法 

  eラーニング方式 

 

３ 実施者 

  一般社団法人広島市食品衛生協会  

広島市中区富士見町１１－２７（広島市保健所内）  


